
輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）

改 正 後 現 行

０ （略） ０ （略）
１ 輸出の許可 １ 輸出の許可

１－０ （略） １－０ （略）

１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 （７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可
（イ） （略） （イ） （略）

輸出令 輸出令別表第 輸出令 輸出令別表第

別表第 １中解釈を要 解 釈 別表第 １中解釈を要 解 釈
１の項 する語 １の項 する語

１ （略） （略） １ （略） （略）

２ （略） （略） ２ （略） （略）

電子制御装置 （略） 電子制御装置 （略）

を取り付ける を取り付ける

ことができる ことができる

もの もの

旋削 被加工物を回転させて工具による切削 （新設）

を行うことをいう。

被加工物を回転さ

せて、工具を用い

て穴をくり広げる

ことを含む。

（略） （略）



棒材作業用の 穴あけ又はフライ 棒材作業用の 穴あけ、フライス

旋盤 ス削りをすること 旋盤 削り又は中ぐりを

ができるもの（直 することができる

径が４２ミリメー もの（直径が４２

トル未満の棒状の ミリメートル未満

材料以外のものを の棒状の材料以外

加工できるように のものを加工でき

設計したものを除 るように設計した

く。）を含む。 ものを除く。）を

含む。

チャック コレットを除く。 チャック コレットを除く。

フライス削り 回転工具を用いて切削を行うことをい （新設）

う。

回転工具を用いて

穴をくり広げるこ

とを含む。

フライス盤 専らフライス削りを行うための工作機 （新設）

械をいう。

（略） （略） （略） （略）

３ （略） （略） ３ （略） （略）

内容物と接触 （略） 内容物と接触 （略）

するすべての するすべての

部分 部分

ふっ素重合体 ふっ素の含有量が全重量の３５％を超 （新設）

えるふっ素重合体（ゴム状のものを含

む。）をいう。



（略） （略） （略） （略）

３の２ （略） （略） ３の２ （略） （略）

ワクチン （略） ワクチン （略）

テュクロウイ Ｃｈｏｃｌｏ ｖｉｒｕｓをいう。 （新設）

ルス

ポテト・アン （略） ポテト・アン （略）

デアン・ラテ デアン・ラテ

ント・チモウ ント・チモウ

イルス イルス

ポテト・スピ （略） ポテト・スピ （略）

ンドル・チュ ンドル・チュ

バー・ウィロ バー・ウィロ

イド イド

ルヨウイルス Ｌｕｊｏ ｖｉｒｕｓをいう。 （新設）

（略） （略） （略） （略）

４ （略） （略） ４ （略） （略）

ハイブリッド （略） ハイブリッド （略）

電子計算機 電子計算機

ステルス技術 民生用の電子機器 （新設）

を用いた材料 からの不要な電磁

波の漏出を防止若

しくは低減する若

しくは民生用の電

子機器への不要な



電磁波の侵入を防

止若しくは低減す

る用途のために設

計又は製造された

ものであって、板、

シート、マット、

テープ、又はこれ

らを型抜きしたも

のを除く。

（略） （略）

５ （略） （略） ５ （略） （略）

貨物等省令第 板、棒、シート、塊、管及び線の形状 貨物等省令第 板、棒、シート、塊、管及び線の形状

４条第二号の （航空機用又は船舶用についてはあら ４条第二号の （航空機用又は船舶用についてはあら

成型品 ゆる形状（半製品に限る。））のもの 成型品 ゆる形状）のものをいう。

をいう。

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 アダプター及び改 （削る） 三次元的に織 複合材料の構造物 左記の用途のため

４条第四号ハ 造キットを含む。 ることができ を製造するため繊 に改造されていな

中の三次元的 る織機又はイ 維を織り、編み又 い繊維加工機を除

に織ることが ンターレーシ は組むためのもの く。

できる織機又 ングマシン であり、アダプタ

はインターレ ー及び改造キット

ーシングマシ を含む。

ン

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 熱、放射線、触媒による作用その他外 貨物等省令第 （新設）



４条第十三号 部からの作用により重合化することが ４条第十三号

イ中のビスマ できるもの又は熱分解を経ずに融解す イ中のビスマ

レイミド、芳 ることができるものをいう。 レイミド、芳

香族ポリアミ 香族ポリアミ

ドイミド、芳 （削る） ドイミド、芳 熱、放射線、触媒

香族ポリイミ 香族ポリイミ による作用その他

ド又は芳香族 ド又は芳香族 外部からの作用に

ポリエーテル ポリエーテル より重合化するこ

イミド イミド とができないもの

又は熱分解を経ず

に溶解することの

ないものを除く。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 硬化した樹脂について、国際規格ＩＳ 貨物等省令第 硬化した樹脂について、国際規格ＩＳ

４条第十三号 Ｏ１１３５７－２（１９９９）に定め ４条第十三号 Ｏ１１３５７－２（１９９９）に定め

イ及びへのガ る測定方法により測定されるものとす イ及びへのガ る測定方法により測定されるものとす

ラス転移点 る。貨物等省令第４条第十三号イ中の ラス転移点 る。

芳香族ポリアミドイミドに係るガラス

転移点については、３１０度の最低温

度で最低１５分間熱処理した芳香族ポ

リアミドイミドの試験体を用いて測定

されるものとする。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

４条第十五号 ４条第十五号

ホ中のプリプ 次のいずれかに該 ホ中のプリプ

レグ 当するものを除く。 レグ

イ ４の項で掲げ ４の項で掲げる民

る民間航空機の 間航空機の補修の

補修のためのプ ためのプリプレグ

リプレグ（炭素 （炭素繊維にエポ



繊維にエポキシ キシ樹脂を含浸さ

樹脂を含浸させ せ た も の に 限

たものに限る。） る。）であって、

であって、次の 次のすべてに該当

すべてに該当す するものを除く。

るもの

（一） 面積（ イ 面積（最大投

最大投影面積 影面積をいう。

をいう。）が ）が１平方メー

１平方メート トル以下のもの

ル以下のもの

（二） 一辺の ロ 一辺の長さが

長さが２．５ ２．５メートル

メートル以下 以下のもの

のもの

（三） 幅が１ ハ 幅が１５ミリ

５ミリメート メートルを超え

ルを超えるも るもの

の

ロ ２５ミリメー （新設）

トル以下の長さ

に機械的に切断

又は加工された

炭素繊維に、貨

物等省令第４条

第十三号又は第

十四号ロ以外に

該当する樹脂又

はピッチを含浸

させたもの

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 ＡＳＴＭ規格Ｄ－７０２８－０７又は 貨物等省令第 ＡＳＴＭ規格Ｄ－７０２８－０７又は

４条第十五号 同等の国家規格に定める動的機械分析 ４条第十五号 同等の国家規格に定める動的機械分析



ホ（二）の動 による測定方法により、乾式の試験体 ホ（二）の動 によるガラス転移点の測定方法により、

的機械分析に で測定されるものとする。熱硬化性樹 的機械分析に ＡＳＴＭ規格Ｅ－２１６０－０４又は

よって測定し 脂の場合、乾式の試験体に係る硬化度 よって測定し 同等の国家規格に定義される硬化度が

たガラス転移 については、ＡＳＴＭ規格Ｅ－２１６ たガラス転移 最低９０％を有する乾式の試験体で測

点 ０－０４又は同等の国家規格に定義さ 点 定されるものとする。

れる最低９０％を有する乾式の試験体

で測定されるものとする。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

４条第十六号 ４条第十六号

中のほう素、 中のほう素、

ほう素合金、 炭化ほう素、

その混合物 これらの混合

物

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

４条に掲げる 当するものを除く。

貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

６ （略） （略） ６ （略） （略）

電子制御装置 （略） 電子制御装置 （略）

旋削 ２の「旋削」の解釈に同じ。 （新設）

（略） （略） （略） （略）

位置決め精度 （略） 位置決め精度 （略）



フライス削り ２の「フライス削り」の解釈に同じ。 （新設）

（略） （略） （略） （略）

直線上の変位 （略） 直線上の変位 （略）

を測定するた を測定するた

めのもの めのもの

貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ１０３６０／２（２０ （新設）

５条第八号イ ０９）（座標計測第２部）で定める測

中の最大許容 定方法により空間の測定精度を測定し

長さ測定誤差 た場合に、製造者が指定する長さ測定

誤差の許容値であって、正又は負の最

大偏差で表したものをいう。製造者が

指定した、測定のための最も正確な条

件（最適なプローブ、スタイラス長さ

、動作パラメータ、環境条件等）を用

いて、ソフトウェアによる補正を行っ

た上で設定される、最大許容長さ測定

誤差（Ｅ０，ＭＰＥ）を用いて、測定軸の

長さに０．００１を乗じて得た数値に

１．７を加えた数値以下であるか否か

を判定するものとする。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

５条に掲げる 当するものを除く。

貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

７ （略） （略） ７ （略） （略）



最大クロック （略） 最大クロック （略）

周波数 周波数

貨物等省令第 貨物等省令第６条第一号ホ（一）中の （新設）

６条第一号ホ アナログデジタル変換用のもの（以下、

（一）中のア 「ＡＤＣ」という。）については、以

ナログデジタ 下のとおりとする。

ル変換用のも イ ｎビットの分解能とは、２ｎレベル

の に相当する量子化能力をいう。

ロ 出力ワードのビット数は、ＡＤＣ

の分解能に等しい。

ハ 出力速度とは、アーキテクチャ又

はオーバーサンプリングによらず、

変換器の出力速度の最大値をいう。

ニ 複数のチャネルを有するＡＤＣに

ついては、その出力は複数のチャネ

ルを集合させたものではなく、その

出力速度は１つのチャネルのうち最

大のものをいう。

ホ インターリーブ型ＡＤＣ又はイン

ターリーブ方式で動作するように設

計した複数のチャネルを有するＡＤ

Ｃの出力は、すべてのチャネルの出

力を集合させたものであり、その出

力速度は集合した最大出力速度をい

う。

ヘ 出力速度は、サンプリングレート、

変換レート又はスループットレート

ともいい、メガヘルツ（ＭＨｚ）又

はメガサンプル毎秒（ＭＳＰＳ）で

表示される。

ト 出力速度の計測について、１秒当

たりの１出力ワードは、１ヘルツ又

は１サンプル毎秒に相当する。



チ 複数のチャネルを有するＡＤＣと

は、２以上のＡＤＣユニットが集積

化されたものであって、各ＡＤＣユ

ニットが各々のアナログ入力を行う

よう設計されたものをいう。

リ インターリーブ型ＡＤＣとは、同

じアナログ入力信号を異なる時刻に

サンプリングする複数のＡＤＣユニ

ットを有するものをいう。異なる時

刻にサンプリングしたデジタル出力

信号を集合させることにより、アナ

ログ入力信号をより高いサンプリン

グレートで効果的にサンプリングし

変換することができる。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 分解能 ｎビットの分解能とは、２ｎレベルに相
当する量子化能力をいう。

（削る） （削る） 出力速度 構造又はオーバーサンプリングによら

ず、変換器の出力の割合の最大値をい

い、サンプリングレート、変換率又は

スループット率ともいう。

調整された更 通常の（非補間型）デジタルアナログ （新設）

新速度 変換用の集積回路（以下、「ＤＡＣ」

という。）の場合、デジタル入力信号

がアナログ出力信号に変換されるとき

の速度をいい、アナログ出力値はＤＡ

Ｃにより変わる。補間モードを経由し

ない（補間率が１倍）ことができるＤ

ＡＣは、通常の（非補間型）ＤＡＣと

みなす。補間型ＤＡＣ（オーバーサン

プリング型ＤＡＣ）の場合、ＤＡＣ更



新速度を最小の補間率で除して得られ

た値をいう。補間型ＤＡＣに係る調整

された更新速度は、入力データレート、

入力デジタルワードレート、入力サン

プルレート、最大総入力バスレート、

ＤＡＣクロック入力用最大ＤＡＣクロ

ックレートともいう。

セトリング時 （略） セトリング時 （略）

間 間

貨物等省令第 スプリアス・フリー・ダイナミック・ （新設）

６条第一号ホ レンジの測定において、アナログ出力

（二）中の信 信号の振幅が－３デシベルフルスケー

号 ルを超えるとき、そのデジタル入力信

号はフルスケールである。

スプリアス・ 基本周波数の信号をＤＡＣに入力した （新設）

フリー・ダイ ときにデジタルアナログ変換されて出

ナミック・レ 力される基本周波数（最大信号成分）

ンジ の実効値の、基本周波数に次いで高い

出力振幅である雑音又は高調波歪成分

の実効値に対する比率をいう。直接、

仕様書又はスプリアス・フリー・ダイ

ナミック・レンジの周波数依存性に関

する特性図により表される。

（略） （略） （略） （略）

周波数切換え デジタルコード化された電気信号によ 周波数切換え デジタルコード化された電気信号によ

所要時間 り出力周波数を切換えたときに、出力 所要時間 り出力周波数を切換えたときに、出力

周波数の始点から終点の±０．０５パ 周波数が最終周波数を中心とした１０

ーセント以内までに達する時間をいう。 ０ヘルツの周波数範囲に達する時間又

周波数範囲が周波数切換え範囲の中間 は出力が最終出力の１デシベル以内に

点の前後±０．０５パーセント未満の 達する時間のうち遅いものをいう。



ものについては、周波数切換えができ

ないものとみなす。

（略） （略） （略） （略）

周波数シンセ 出力周波数の数より少ない数の基準周 周波数シンセ 出力周波数の数より少ない数の基準周

サイザー 波数により制御、導出又は統合し、一 サイザー 波数により制御、導出若しくは統合し

つ若しくは多数の出力周波数を同時若 、一つ若しくは多数の出力周波数を同

しくは選択的に出すことができる周波 時若しくは選択的に出すことができる

数源をいう。 周波数源又は信号源をいう。

（略） （略） （略） （略）

デジタル信号 デジタルサンプリング及びデジタル変 デジタル信号 デジタルサンプリング及びデジタル変

処理技術を用 換技術を用いて、振幅及び位相に関す 処理技術を用 換技術を用いて入力信号のフーリエス

いるもの る情報を含む入力信号のフーリエスペ いるもの ペクトラムを表示するものをいう。

クトラムを表示するものをいう。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

６条に掲げる 当するものを除く。

貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

８ （略） （略） ８ （略） （略）

８５度を超え 電子計算機であっ ８５度を超え 電子計算機であっ

る温度又は零 て、民生用の自動 る温度又は零 て、民生用の自動

下４５度より 車、鉄道用の車両 下４５度より 車又は鉄道用の車

低い温度で使 又は民間航空機の 低い温度で使 両のために設計し

用することが ために設計したも 用することが たものを除く。



できるように のを除く。 できるように

設計したもの 設計したもの

貨物等省令第 電子計算機であっ （新設）

７条第一号ロ て、民間航空機の

中の放射線に ために設計したも

よる影響を防 のを除く。

止するよう設

計したもの

（略） （略） （略） （略）

デジタル電子 （略） デジタル電子 （略）

計算機の演算 計算機の演算

処理の能力を 処理の能力を

向上させるた 向上させるた

めに複数のデ めに複数のデ

ジタル電子計 ジタル計算機

算機の間でデ の間でデータ

ータを転送す を転送するよ

るように設計 うに設計した

した、デジタ 装置

ル電子計算機

の附属装置

（略） （略） （略） （略）

フォールトト （略） フォールトト （略）

レラント機能 レラント機能

次のいずれかに該 次のいずれかに該

当することを利用 当することを利用

しているデジタル しているものを除

電子計算機又はそ く。

の附属装置を除く。

イ～ニ （略） イ～ニ （略）



（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

７条に掲げる 当するものを除く。

貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

９ （略） （略） ９ （略） （略）

貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該 貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該

８条第九号か 当するものを除く。 ８条第九号か 当するものを除く。

ら第十二号ま イ 電子計算機又 ら第十二号ま イ 電子計算機又

での規定中の はその部分品以 での規定中の はその部分品若

装置若しくは 外のものであっ 装置若しくは しくは附属品以

システム又は て、次の（一） システム又は 外のものであっ

その部分品 及び（二）に該 その部分品 て、次の（一）

当するもの（該 及び（二）に該

当することが貨 当するもの（該

物の製造者、販 当することが貨

売者又は輸出者 物の製造者、販

によって書面に 売者又は輸出者

より確認できる によって書面に

ものに限る。） より確認できる

（以下「副次的 ものに限る。）

暗号装置」とい （以下「副次的

う。） 暗号装置」とい

う。）

（一）・（二） （一）・（二）

（略） （略）

ロ （略） ロ （略）



貨物等省令第 製造者により提供される安全な仕組み （新設）

８条第九号ヨ （使用者が暗号機能を有効化する又は

中の暗号機能 使用可能にすることができるよう装置

有効化 又は顧客に一対一で対応するものに限

る。）によって、使用者が暗号機能を

有効化する又は使用可能にするあらゆ

る手段であって、貨物又は技術により

実現されるものをいう（例えば、シリ

アルナンバーを基にしたライセンスキ

ー又はデジタル署名の証明書等の認証

手段をいう。）。

（略） （略） （略） （略）

ヘからヨまで ヘからヨまでに掲 ヘからカまで ヘからカまでに掲

のいずれかに げる装置に使用す のいずれかに げる装置に使用す

該当するもの るように特別に設 該当するもの るように特別に設

計した電子組立 計した電子組立

品、モジュール又 品、モジュール又

は集積回路を含 は集積回路を含

む。 む。

（略） （略） （略） （略）

個人情報 （略） 個人情報に係 （略）

る情報

（略） （略） （略） （略）

暗号機能を使 （略） 暗号機能を使 （略）

用して通信を 用して通信を

行うことがで 行うことがで

きる範囲が３ きる範囲が３

０メートルを ０メートルを

超えない範囲 超えない範囲



に限定されて に限定されて

いるもの いるもの

貨物等省令第 使用者によって当該暗号機能を使用す （新設）

８条第九号ヨ ることができないものをいう。

（一）中の当

該暗号機能を

使用すること

ができないも

の

貨物等省令第 暗号機能有効化の手段によってのみ使 （新設）

８条第九号ヨ 用者による暗号機能の使用が可能にな

（二）中の暗 るものをいう。

号機能有効化

の手段によっ

てのみ使用可

能となるもの

貨物等省令第 輸出貿易管理令第 （新設）

８条第九号の ４条第１項第六号

二中のある貨 に該当する貨物を

物 除く。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

８条に掲げる 当するものを除く。

貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

１０ （略） （略） １０ （略） （略）



水中の任意に （略） 水中の任意に （略）

設置すること 設置すること

ができる ができる

走査を行うと スワス幅をスワス毎の音響走査領域数 （新設）

きの分解能 の最大値で除して得られた値をいう。

走査効率 センサーが作動することができる最大 （新設）

速度（メートル毎秒）にスワス毎の音

響走査領域数の最大値を乗じて得られ

た値をいう。

進行方向の分 進行方向のビーム幅（角度）に、ソナ （新設）

解能 ーの最大レンジ（メートル）及び０．

８７３を乗じて得られた値（センチメ

ートル）をいう（サイドスキャンソナ

ーの場合に限る。）。アジマス分解能

を指す。

進行方向に直 ７５を信号帯域幅（キロヘルツ）で除 （新設）

交する方向の して得られた値（センチメートル）を

分解能 いう。レンジ分解能を指す。

走査範囲 ソナーの最大レンジ（メートル）に、 （新設）

センサーが作動することができる最大

速度（メートル毎秒）及び２を乗じて

得られた値（平方メートル毎秒）をい

う。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 音波を利用し 水中の爆発装置、

て人の水中に エアーガン又は燃

おける活動を 焼物を音源とした



妨害する装置 ものを除く。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

９条第三号ロ ９条第三号ロ

（一）３及び （一）３及び

ハ（一）３中 ハ（一）３中

のマルチアル のマルチアル

カリ カリ

放射感度 ナノメートルで表記された波長に量子 （新設）

効率と０．８０７を乗じたものをいう

（単位はミリアンペア毎ワットとす

る。）。量子効率は１未満の小数とす

る（例えば、８０％の場合は０．８０

とする。）。

（略） （略） （略） （略）

直視型のもの （略） 直視型のもの （略）

センサー用の 音響、温度、加速度、電磁気若しくは （新設）

光ファイバー 放射線に対して感度を有するように、

組成的若しくは構造的に特別に製造さ

れた又はコーティングによって改造さ

れたものをいう。

ボーリング穴にお

けるセンサー用に

特に設計したもの

を除く。

（略） （略）



貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該 貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該

９条第八号イ 当するものを除く。 ９条第八号イ 当するものを除く。

（二）及びロ イ・ロ （略） （二）及びロ イ・ロ （略）

（十）中のフ ハ フォーカルプ （十）中のフ ハ フォーカルプ

ォーカルプレ レーンアレー（ ォーカルプレ レーンアレー（

ーンアレーを 貨物等省令第９ ーンアレーを 貨物等省令第９

組み込んだも 条第三号二（一） 組み込んだも 条第三号二（一）

の ２又はホ（二） の ２又はホ（二）

に該当するもの に該当するもの

に限る。）を組 に限る。）を組

み込んだもので み込んだもので

あって、次のい あって、次のい

ずれかに該当す ずれかに該当す

るもの るもの

（一） （略） （一） （略）

（二） 次の１か （二） 次の１か

ら４までのす ら４までのす

べてに該当す べてに該当す

るもの るもの

１～３ （略） １～３ （略）

４ 次のいず ４ 次のいず

れかに該当 れかに該当

するもの するもの

一・二（略） 一・二（略）

注：瞬時視 注：瞬時視

野（ＩＦ 野（ＩＦ

ＯＶ）は ＯＶ）は

水平ＩＦ 水平又は

ＯＶ又は 垂直の視

垂直ＩＦ 野（ＦＯ

ＯＶの小 Ｖ）より

さい方の も小さい。

数値をい

う。

水平Ｉ 水平Ｉ



ＦＯＶ＝ ＦＯＶ＝

水平視野 水平ＦＯ

（ＦＯＶ Ｖ／水平

）／水平 検出素子

検出素子 数

数

垂直Ｉ 垂直Ｉ

ＦＯＶ＝ ＦＯＶ＝

垂直視野 垂直ＦＯ

（ＦＯＶ Ｖ／垂直

）／垂直 検出素子

検出素子 数

数

（三） （略） （三） （略）

二 （略） 二 （略）

（略） （略） （略） （略）

パルス幅 （略） パルス幅 （略）

貨物等省令第 色素レーザー発振 （新設）

９条第十号ハ 器又は液体レーザ

（一）に該当 ー発振器であって、

する波長可変 多重横モードで発

レーザー発振 振し、かつ、１５

器 ０ナノメートル以

上６００ナノメー

トル以下の波長範

囲で使用するよう

に設計したものの

うち、次のイ及び

ロに該当するもの

を除く。

イ １パルス当た

り１．５ジュー



ル未満のパルス

を発振するもの

又はピーク出力

が２０ワット未

満のもの

ロ 平均出力又は

持続波の定格出

力が２０ワット

未満のもの

（略） （略） （略） （略）

連続してパル （略） 連続してパル （略）

スを発振する スを発振する

レーザー光を レーザーマイクロフォン又はパーティ （新設）

利用して音声 クルフロー探知式マイクロフォンとも

を探知する装 いう。

置

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 機器固有のノイズフロア（測定可能な 貨物等省令第 機器固有のノイズレベル（測定可能な

９条第十一号 最も小さい信号）の二乗平均平方根を ９条第十一号 最も小さい信号）の二乗平均平方根を

中の感度 いう。 中の感度 いう

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

９条に掲げる 当するものを除く。

貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの



１１ 直線加速度計 振動又は衝撃のみ １１ （新設）

の計測に限定され

たものを除く。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該

１０条に掲げ 当するものを除く。

る貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

１２ （略） （略） １２ （略） （略）

音波を利用し 水中の爆発装置、 （新設）

て人の水中に エアーガン又は燃

おける活動を 焼物を音源とした

妨害する装置 ものを除く。

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

１１条に掲げ 当するものを除く。

る貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

１３ （略） （略） １３ （略） （略）

視認できる範 （略） 視認できる範 （略）

囲を超えて人 囲を超えて人

が飛行制御で が飛行制御で



きる機能 きる機能

チップシュラ エンジンタービンケーシングの内側表 （新設）

ウド 面に取り付けられた環状の部分品（一

体構造又は分割構造）又はタービンブ

レードの先端機構をいい、主に固定さ

れた部分品と回転する部分品の隙間に

ガスシールをするものである。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

１２条に掲げ 当するものを除く。

る貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

１４ （略） （略） １４ （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

１３条第９項 当するものを除く。

又は第１０項 イ 医療用に設計

に掲げる貨物 された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

１５ （略） （略） １５ （略） （略）

固体の光検出 （略） 固体の光検出 （略）

器 器

貨物等省令第 振動源に対して直接的に対抗振動を発 （新設）



１４条第十号 生させることにより能動的に防音する

中の防音装置 ことができる電子制御装置を有するも

のをいう。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 次のいずれかに該 （新設）

１４条に掲げ 当するものを除く。

る貨物 イ 医療用に設計

された装置

ロ 医療用に設計

された装置に組

み込まれたもの

１６ （略） （略） １６ （略） （略）

（ロ）～（ニ） （略） （ロ）～（ニ） （略）

（８） （略） （８） （略）

２～１２ （略） ２～１２ （略）
別表・別紙 （略） 別表・別紙 （略）


